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時
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等
の
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）
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一
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の
委
任
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部
を
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正
す
る
告
示 

七

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
の
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告

　

示 

八

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日

 

宮
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委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－

三
十
九

－

三
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
別
表
二
級
の
項
中

「

七
ケ
宿
町
立
湯
原
小
学
校

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
町
裏
八
一

」
を
削
り
、

同
表
一
級
の
項
中

「

七
ケ
宿
町
立
関
小
学
校

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
利
津
保
一
六
の
一

」
を

「

七
ケ
宿
町
立
七
ケ
宿
小
学
校

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
利
津
保
一
六
の
一

」
に
改
め
、

同
表
準
へ
き
地
学
校
の
項
中

「

大
崎
市
立
中
山
小
学
校

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
端
一
八
八

」
を
削
る
。

　

別
表
二
級
の
項
中

「

七
ケ
宿
町
立
湯
原
小
学
校

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
町
裏
八
一

」
を
削
り
、

同
表
一
級
の
項
中

「

七
ケ
宿
町
立
関
小
学
校

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
利
津
保
一
六
の
一

」
を

「

七
ケ
宿
町
立
七
ケ
宿
小
学
校

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
利
津
保
一
六
の
一

」
に
改
め
、

同
表
準
へ
き
地
学
校
の
項
中

「

大
崎
市
立
中
山
小
学
校

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
端
一
八
八

」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－

六
十
二

－

三
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
別
表
に
掲
げ
る
公
署
」
の
下
に
「
及
び
臨
時
的
に
置
か
れ
る
公
署
で
別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
」

を
加
え
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
級
別
区
分
」
の
下
に
「（
前
条
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
公
署
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
が

定
め
る
当
該
公
署
の
級
別
区
分
）」
を
加
え
、「
六
級
地　

百
分
の
二
十
五
」
及
び
「
五
級
地　

百
分
の
二
十
」
を
削
る
。

　

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
期
間
）

第 

二
条
の
二　

次
に
掲
げ
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
に
は
、
毎
年
十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

（
以
下
「
冬
期
」
と
い
う
。）
以
外
の
期
間
は
、
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

　

一　

別
表
第
二
号
の
表
に
掲
げ
る
公
署

　

二　

第
一
条
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
公
署
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

　

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
特
地
勤
務
手
当
と
地
域
手
当
と
の
調
整
）」
を
付
し
、
同
条
中
「
職
員
」
の
下
に
「（
前

条
の
規
定
に
よ
り
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
職
員
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
同
条
」
を
「
給
与
条
例
第
十
一
条

の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
二
項
の
表
中
「

六
級
地
か
ら
三
級
地
ま
で

」
を
「

四
級
地
又
は
三
級
地

」
に
、

「

異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
後

百
分
の
二

」
を

「

異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
後

百
分
の
二

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

備
考 　

第
二
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
公
署
の
う
ち
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ

る
公
署
以
外
の
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
に
対
す
る
冬
期
以
外
の
期
間

に
お
け
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
公
署
を
準
特
地
公
署

と
み
な
す
。

」

え
る
。

５ 　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期
間
は
、
給
与
条
例

第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

　

一　

第
二
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
公
署
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

　

二　

準
特
地
公
署
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

　

第
五
条
第
四
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期
間
は
、

給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

　

第
九
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
報
告
）

第 

九
条　

各
任
命
権
者
は
、
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
地
公
署
等
」
と
い
う
。）
が

移
転
す
る
場
合
、
特
地
公
署
等
の
名
称
が
変
更
さ
れ
る
場
合
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２ 　

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
各
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
地
公
署
等
の
所
在

地
に
お
け
る
生
活
環
境
等
の
実
情
に
つ
い
て
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
特
地
公
署
等
の
見
直
し
）

第
十
条　

特
地
公
署
及
び
準
特
地
公
署
並
び
に
級
別
区
分
に
つ
い
て
は
、
五
年
ご
と
に
見
直
す
の
を
例
と
す
る
。

　

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

　

一　

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
公
署

級
別

区
分

公　
　

署　
　

名

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

一
級

地

北
部
地
方
振
興
事
務
所

栗
原
地
域
事
務
所
栗
駒

ダ
ム
管
理
事
務
所

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
玉
山
一

　

備
考 　

こ
の
表
の
所
在
地
欄
に
掲
げ
る
所
在
地
の
表
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
区
域
を
示
し
、
そ

の
後
に
お
け
る
当
該
区
域
に
係
る
表
示
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

二　

冬
期
に
限
り
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
公
署

級
別

区
分

公　
　

署　
　

名

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

一
級

地

白
石
警
察
署
湯
原
駐
在

所

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
字
湯
原
二
の
一
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備
考 　

こ
の
表
の
所
在
地
欄
に
掲
げ
る
所
在
地
の
表
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
区
域
を
示
し
、
そ

の
後
に
お
け
る
当
該
区
域
に
係
る
表
示
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。　　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お
い
て
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
特
地
公
署
（
以
下
「
特
地
公
署
」
と
い
う
。）
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
特
地
公
署
に
該

当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
（
施
行
日
以
後
公
署
を
異
に
す
る

異
動
を
し
た
職
員
を
除
く
。）
に
対
す
る
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
地
公
署
若
し
く
は
準
特
地
公
署
（
給
与
条
例
第
十
二
条

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
公
署
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
準
特
地
公

署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日

ま
で
の
間
）、
当
該
公
署
を
特
地
公
署
と
み
な
し
、
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

３ 　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
及
び
第
六
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
当
該
公
署
の
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
級
別
区
分
に
係
る
支

給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、

同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

４ 　

前
項
の
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日
（
規
則
七
―
六

十
二
―
十
二
（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
附
則
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
）
に
受
け
て
い
た
号
俸
の
月
額
（
育
児
休

業
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤

務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。）
以
外

の
職
員
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に

お
け
る
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
「
育
児
短
時
間
算
出
率
」

と
い
う
。）
で
除
し
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に

お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
定
め
る
日
に
受
け
て
い
た
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。）
の
合
計
額

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
施
行
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職

員
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に
お
け

る
育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
、
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を

そ
の
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手

当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
合
算
し
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
定
め
る
日
に
受
け
て
い
た
給
料

及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計

額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
給
与
条
例
附
則
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
職

員
（
以
下
「
減
額
支
給
対
象
職
員
」
と
い
う
。）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
か
ら
、
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
に
百
分

の
〇
・
七
を
乗
じ
て
得
た
額
（
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
に
百
分
の
九
十
九
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
当
該
減
額

支
給
対
象
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
低
の
号
俸
の
給
料
月
額
（
当
該
減
額
支
給
対
象
職
員
が
、
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
最
低
の
号
俸
の
給
料
月
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た

額
（
こ
れ
ら
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）。
以
下
同
じ
。）
に
達
し
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
か
ら
当
該
減
額
支
給
対
象
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最

低
の
号
俸
の
給
料
月
額
を
減
じ
た
額
（
以
下
「
減
額
基
礎
額
」
と
い
う
。））
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た

額
）
を
合
算
し
た
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
算
し
た
額
）
と
す
る
。

５ 　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
っ
た
も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
在
勤
す
る
職
員
（
施
行
日
以
後
公
署
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員

を
除
く
。）
に
対
す
る
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
該
当
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）、
当
該
公
署
を
特
地
公
署
と
み
な
し
、
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当

を
支
給
す
る
。

６ 　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
条
第
四
項
及
び
第
六
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　

一 　

施
行
日
に
お
い
て
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を

除
く
。）　

当
該
公
署
を
準
特
地
公
署
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
、
第
五
条
第
四
項
又
は
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
に
、
準
ず
る
手
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当
経
過
措
置
基
礎
額
に
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
割
合
（
た

だ
し
、
施
行
日
前
に
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
署
を
異
に
す
る
異
動
の
日
（
当
該
職
員
が

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
日
。
以

下
「
異
動
の
日
」
と
い
う
。）
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
場
合
及
び
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
四
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て

は
、
零
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、

同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
を
、
同
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及

び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
減
額
支
給
対
象
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
減
額
基
礎
額
を
減
じ
た

額
）
に
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
））

　
　

イ　

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
級
別
区
分
が
四
級
地
と
さ
れ
て
い
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員　

百
分
の
二

　
　

ロ　

イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

百
分
の
一

　

二 　

施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
に

在
勤
す
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

　
　

イ 　

毎
年
十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
冬
期
」
と
い
う
。）
以
外
の
期
間　

準

ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に
定
め
る

割
合
（
た
だ
し
、
施
行
日
前
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
施
行
日
か
ら
異
動
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
間
及
び
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
四
年
に
達
し
た
日
後
か
ら
当
該
期
間
内
の
異
動

の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
間
に
つ
い
て
は
百
分
の
四
、
施
行
日
前
に
異
動
の
日
か
ら
起
算

し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
及
び
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
異
動
の
日
か
ら

起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
五
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
同
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

　
　
　

⑴ 　

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
級
別
区
分
が
四
級
地
と
さ
れ
て
い
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員　

百
分
の
六

　
　
　

⑵　

⑴
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

百
分
の
五

　
　

ロ　

冬
期　

前
号
に
定
め
る
額

　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

前
号
イ
に
定
め
る
額

７ 　

前
項
の
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い

て
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は

そ
の
月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の

日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率

を
乗
じ
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も

の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗

じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月

額
の
合
計
額
（
減
額
支
給
対
象
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
減
額
基
礎
額
を
減
じ
た
額
）
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
）
と
す
る
。

８ 　

附
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除

く
。）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
五
項

及
び
第
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

９ 　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
二
各
号

に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
特
地
公
署
」
と
い
う
。）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当

（
冬
期
以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
定
特
地
公
署
に
該
当
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）、
附
則
第
三
項
の

特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
当
該
公
署
の
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
級
別
区
分
に
係
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
平
成
二
十
七
年
四

月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
を
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

10 　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
特
定
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
地

勤
務
手
当
（
冬
期
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
級
別
区
分
の
異
な
る
特
地
公
署

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
特
定
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該

当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
（
規
則
七
―
六
十
二
―
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十
二
附
則
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手

当
の
月
額
に
、
附
則
第
三
項
の
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
額
に
平
成
二
十
六
年

十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
を
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養

手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
減
額
支
給
対
象
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
減
額
基
礎
額
を
減
じ
た
額
）
に
百

分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
切
り
捨
て
た
額
））
と
す
る
。

11 　

附
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

12 　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
特
定
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
在
勤
す
る
職
員
の
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
特
地

勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
（
冬
期
以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
条
第
四
項
及
び
第
六
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
定
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
公
署
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）、
改
正
後
の
規
則

第
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
条
第
四
項
又
は
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手

当
の
月
額
に
、
附
則
第
六
項
の
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
一
（
施
行
日
前
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し

て
四
年
に
達
し
た
場
合
及
び
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し

て
四
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
四
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
零
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
施
行
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
を
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
っ
て
は
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

た
額
）
を
加
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
減
額
支
給
対
象
職

員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
減
額
基
礎
額
を
減
じ
た
額
）
に
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、

当
該
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
））
と
す
る
。

13 　

施
行
日
に
お
け
る
級
別
区
分
が
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
級
別
区
分
よ
り
下
位
と
な
っ
た
公
署
（
附
則
第
九
項
及

び
第
十
項
の
特
定
特
地
公
署
を
除
く
。）
に
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
（
施
行
日
以
後
公
署
を
異
に

す
る
異
動
を
し
た
職
員
を
除
く
。）
の
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
改
正

後
の
規
則
第
二
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内

に
当
該
下
位
と
な
っ
た
公
署
が
級
別
区
分
の
異
な
る
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
特
地
公
署
に

該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で

の
間
）、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
（
規
則
七
―
六
十
二
―
十
二
附
則
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
る
場

合
を
含
む
。）
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
に
、
附
則
第
三
項
の
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置

基
礎
額
に
当
該
公
署
の
同
日
に
お
け
る
級
別
区
分
に
係
る
支
給
割
合
か
ら
施
行
日
に
お
け
る
級
別
区
分
に
係
る
支
給

割
合
を
減
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分

の
百
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
を
、
同
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料

及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
減
額
支
給
対
象
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
減
額
基
礎
額
を
減
じ
た

額
）
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
））
と
す
る
。

14 　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
準
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
準
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ

と
と
な
っ
た
も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
（
施
行
日
以
後
公
署
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た

職
員
を
除
く
。）
に
対
す
る
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）、
当
該
公
署
を
準
特
地
公
署
と
み
な
し
、
特
地
勤
務

手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

15 　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
条
第
四
項
及
び
第
六
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
七
項
の
準
ず
る
手
当
経

過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
四
（
施
行
日
前
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
及
び
施
行
日
か
ら
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
五
年
に

達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分

の
七
十
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日
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宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八

－

五

－

三
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八

－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
号
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の

次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２ 　

任
命
権
者
は
、
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
か
ら
病
気
休
暇
の
請
求
（
疾
病
に

係
る
も
の
に
限
る
。）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
当
該
請
求
に
係
る
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
疾
病
に
よ
る
一
以
上
の
病
気
休
暇
（
以
下
「
先
の
病
気
休
暇
」
と
い
う
。）
を
取
得
し
て
い
た
と
き
、
又
は
当

該
職
員
が
先
の
病
気
休
暇
を
取
得
し
、
及
び
当
該
請
求
に
係
る
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
に
よ
る
一

以
上
の
病
気
休
職
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
同
項
の
規
定

に
よ
る
休
職
を
い
う
。
以
下
「
先
の
病
気
休
職
」
と
い
う
。）
の
処
分
を
受
け
て
い
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
の

病
気
休
暇
又
は
先
の
病
気
休
職
の
期
間
（
そ
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）
が

連
続
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
間
の
期
間
が
百
八
十
日
以
内
で
断
続
し
て
お
り
、
か
つ
、
直
近
の
先
の
病
気
休
暇
か
ら
復

帰
し
、
又
は
先
の
病
気
休
職
か
ら
復
職
し
た
後
百
八
十
日
以
内
に
当
該
請
求
に
係
る
病
気
休
暇
を
取
得
す
る
と
き
そ

の
他
の
先
の
病
気
休
暇
の
事
由
と
さ
れ
た
疾
病
が
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、
当
該
請
求
に
係
る

病
気
休
暇
の
期
間
と
先
の
病
気
休
暇
の
期
間
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３ 　

派
遣
職
員
等
が
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
派
遣
先
で
病
気
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
の

承
認
を
受
け
て
い
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
に
取
得
す
る
病
気

休
暇
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
場
合
（
疾
病
に
よ
り
療
養
を
要
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下

同
じ
。）
に
該
当
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
開
始
す
る
病
気
休
暇
（
以
下
「
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
」
と
い
う
。）

を
取
得
し
、
又
は
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
期
間
の
終
了
後
三
十
日
以
内
に
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
事

由
と
さ
れ
た
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
に
よ
り
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
処
分
を

受
け
、
若
し
く
は
当
該
処
分
に
引
き
続
き
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
一
号
）

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
処
分
（
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
も
の
に
限
る
。）

を
受
け
た
職
員
が
、
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
若
し
く
は
当
該
休
職
の
期
間
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
期

間
の
計
算
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
病
気
休
暇
の
期
間
の
終
了
後
三
十
日
以
内
に
再
び
施
行

日
前
の
病
気
休
暇
の
事
由
と
さ
れ
た
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
に
よ
り
施
行
日
以
後
の
日
を
期
間
の

初
日
と
す
る
病
気
休
暇
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
病
気
休
暇
の
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
は
、
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
場
合
に
該
当
し
施
行
日
前
の

病
気
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
が
、
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
期
間
が
終
了
し
、
勤
務
に
服
し
て
か
ら
三
十
日
以

内
に
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
事
由
と
さ
れ
た
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
に
よ
り
法
第
二
十
八

条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
施
行
日
以
後
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
同
項
の
規

定
に
よ
る
休
職
の
処
分
を
受
け
、
又
は
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
休
職

の
処
分
（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
処
分
を
含
む
。）
に
引
き
続
き
、
施

行
日
以
後
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
処
分
を
受
け
、
当
該
休
職
の
期
間
又
は
延
長
の

期
間
終
了
後
百
八
十
日
以
内
に
再
び
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
事
由
と
さ
れ
た
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

疾
病
に
よ
り
病
気
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
病
気
休
暇
の
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、

当
該
病
気
休
暇
の
期
間
と
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
期
間
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八

－

六

－

三
十
三

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八

－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
号
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２ 　

任
命
権
者
等
は
、前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、学
校
職
員
か
ら
病
気
休
暇
の
請
求（
疾
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病
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
学
校
職
員
が
当
該
請
求
に
係
る
疾
病
と
同
一
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
疾
病
に
よ
る
一
以
上
の
病
気
休
暇
（
以
下
「
先
の
病
気
休
暇
」
と
い
う
。）
を
取
得
し
て
い
た
と
き
、

又
は
当
該
学
校
職
員
が
先
の
病
気
休
暇
を
取
得
し
、
及
び
当
該
請
求
に
係
る
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾

病
に
よ
る
一
以
上
の
病
気
休
職
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る

同
項
の
規
定
に
よ
る
休
職
を
い
う
。
以
下
「
先
の
病
気
休
職
」
と
い
う
。）
の
処
分
を
受
け
て
い
た
と
き
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
先
の
病
気
休
暇
又
は
先
の
病
気
休
職
の
期
間
（
そ
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
延
長
後

の
期
間
）
が
連
続
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
間
の
期
間
が
百
八
十
日
以
内
で
断
続
し
て
お
り
、
か
つ
、
直
近
の
先
の
病
気

休
暇
か
ら
復
帰
し
、
又
は
先
の
病
気
休
職
か
ら
復
職
し
た
後
百
八
十
日
以
内
に
当
該
請
求
に
係
る
病
気
休
暇
を
取
得

す
る
と
き
そ
の
他
の
先
の
病
気
休
暇
の
事
由
と
さ
れ
た
疾
病
が
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、
当
該

請
求
に
係
る
病
気
休
暇
の
期
間
と
先
の
病
気
休
暇
の
期
間
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３ 　

派
遣
学
校
職
員
等
が
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
派
遣
先
で
病
気
休
暇
に
相
当
す
る
休

暇
の
承
認
を
受
け
て
い
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
が
定

め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
に
取
得
す
る
病

気
休
暇
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
場
合
（
疾
病
に
よ
り
療
養
を
要
す
る
場
合
に
限
る
。
以

下
同
じ
。）
に
該
当
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
開
始
す
る
病
気
休
暇
（
以
下
「
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
」
と
い
う
。）

を
取
得
し
、
又
は
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
期
間
の
終
了
後
三
十
日
以
内
に
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
事

由
と
さ
れ
た
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
に
よ
り
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
処
分
を

受
け
、
若
し
く
は
当
該
処
分
に
引
き
続
き
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
一
号
）

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
処
分
（
県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
、
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

三
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
六
号
）
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
処
分
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
で
施

行
日
の
前
日
ま
で
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
も
の
を
受
け
た
学
校
職
員
が
、
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
若
し
く

は
当
該
休
職
の
期
間
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
病
気
休
暇
の
期
間
の
終
了
後
三
十
日
以
内
に
再
び
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
事
由
と
さ
れ
た
疾
病
と
同
一
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
疾
病
に
よ
り
施
行
日
以
後
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
病
気
休
暇
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
病
気
休
暇
の
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
等
は
、
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
場
合
に
該
当
し
施
行
日
前
の

病
気
休
暇
を
取
得
し
た
学
校
職
員
が
、
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
期
間
が
終
了
し
、
勤
務
に
服
し
て
か
ら
三
十

日
以
内
に
当
該
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
事
由
と
さ
れ
た
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
に
よ
り
法
第
二

十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
施
行
日
以
後
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
同
項

の
規
定
に
よ
る
休
職
の
処
分
を
受
け
、
又
は
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る

休
職
の
処
分
（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
処
分
を
含
む
。）
に
引
き
続
き
、

施
行
日
以
後
の
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
処
分
を
受
け
、
当
該
休
職
の
期
間
又
は
延
長

の
期
間
終
了
後
百
八
十
日
以
内
に
再
び
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
事
由
と
さ
れ
た
疾
病
と
同
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
疾
病
に
よ
り
病
気
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
病
気
休
暇
の
期
間
の
計
算
に
つ
い
て

は
、
当
該
病
気
休
暇
の
期
間
と
施
行
日
前
の
病
気
休
暇
の
期
間
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
七
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一　

二
中
十七
を
十八
と
し
、
十三
か
ら
十六
ま
で
を
十四
か
ら
十七
ま
で
と
し
、
十二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

十三　

規
則
八
―
五
第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一　

二
中
十七
を
十八
と
し
、
十三
か
ら
十六
ま
で
を
十四
か
ら
十七
ま
で
と
し
、
十二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

十三　

規
則
八
―
六
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
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二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
四
十
五
年
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
の
委
任
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一 　

二
の
㈢
を
㈤
と
し
、
同
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
㈡
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

㈢　

規
則
七
―
六
十
二
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
を
定
め
る
こ
と
。

　

㈣　

規
則
七
―
六
十
二
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日　
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